
道 路 交 通 法 で 駐 車 を 禁 止 し て い る 場 所 （ 道 路 交 通 法 第 45 条 第 １ 項 ）  

１  消 火 栓 か ら ５ メ ー ト ル 以 内 の 部 分  

２  防 火 水 槽 の 吸 水 口 若 し く は 吸 管 投 入 孔 か ら ５ メ ー ト ル 以 内 の 部 分  

３  防 火 水 槽 の 側 端 又 は こ れ ら の 道 路 に 接 す る 出 入 口 か ら ５ メ ー ト ル 以 内 の 部 分  

４  指 定 消 防 水 利 （ プ ー ル 、 池 、 井 戸 、 河 川 等 ） の 標 識 が 設 置 さ れ て い る 位 置 か ら  

５ メ ー ト ル 以 内 の 部 分  

５  駐 車 車 両 の 右 側 の 道 路 上 に 3.5 メ ー ト ル 以 上 の 余 地 が な い 場 合  

皆さんへのお願い  

皆 さ ん は 、「 消 火 栓 」や「 防 火 水 槽 」を ご 存

じ で す か ？ こ れ ら は 、消 火 活 動 に 必 要 な 水 源

を 確 保 し 、皆 さ ん の 命 や 財 産 を 火 災 に よ る 被

害 か ら 守 た め に 必 要 な 消 防 水 利 施 設 で す 。火

災 時 に 、消 防 部 隊 が 迅 速 な 消 火 活 動 を 行 う た

め に 使 用 す る 施 設 で あ り 、一 般 の 方 が 利 用 す

る も の で は あ り ま せ ん 。  

 「 消 火 栓 」 や 「 防 火 水 槽 」 の 設 置 場 所 は 、

道 路 上 や 歩 道 上 、 公 園 の 敷 地 内 な ど 様 々 で 、

消 防 職 員 に よ り 、定 期 的 に 付 近 に 障 害 物 が な

い か 、火 災 の 際 に 使 用 で き る 状 態 に あ る か 点

検 し て い ま す 。  

 し か し 、定 期 点 検 を 実 施 し た 時 に 問 題 が な く て

も 、火 災 の 際 に 消 防 水 利 施 設 周 辺 に 障 害 物 が あ る

と 、一 刻 を 争 う 消 火 活 動 に 支 障 を き た す 恐 れ が あ

る た め 、 道 路 交 通 法 第 45 条 第 １ 項 に よ り 、 消 防

水 利 施 設 周 辺 は 、 駐 車 が 禁 止 さ れ て い ま す 。  

 皆 さ ん の 命 や 財 産 を 火 災 か ら 保 護 す る た め に 、

消 防 水 利 施 設 周 辺 に 駐 車 し な い よ う 、皆 さ ん の ご

理 解 と ご 協 力 を お 願 い し ま す 。  

お 問 い 合 わ せ 先  

小 田 原 市 消 防 本 部  警 防 計 画 課  装 備 係  

TEL： 0465－ 49－ 4449 

学 校 の プ ー ル も  

水 利 施 設 な ん だ ね  

消防水利施設付近は駐車禁止です！ 
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